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「長野県松本地域振興局」Instagram 運用方針 

 

１．目的 

  本アカウントは、県民等へ県の取組について周知・理解浸透を図るために情報提供を行うこ

とを目的としています。 

 

２．運用者 

  本アカウントの管理・運用は松本地域振興局総務管理課（以下「当課」という。）が行って

います。 

 

３．アカウント情報 

  （1）アカウント名：長野県松本地域振興局  

  （2）URL：https://www.instagram.com/matsuchi_official/   

     ※閲覧にはアカウント登録が必要です。 

 

４．発信内容 

  次の内容を発信します。 

  （1）「来て！観て！松本『彩』発見」（https://blog.nagano-ken.jp/matsuchi）の記事紹介 

  （2）松本地域の報道発表や会議、イベントに関する情報、魅力発信など 

 

５．意見や質問への対応 

  利用者からのポストに対しては、原則として返信しません。 

  ご意見・ご要望につきましては「県民ホットライン（知事へのご意見）」からお寄せくださ

い。 

 

６．注意事項 

  本アカウントに対して、以下のような利用はご遠慮ください。 

利用者が以下のいずれかに該当する判断をした場合は、利用者に断りなく、投稿の削除また

はアカウントのブロック、運営事務局への違反報告等の措置をする場合があります。 

  （1）公序良俗に反するもの 

  （2）法令等に違反しているもの、又は違反する恐れがあるもの 

  （3）犯罪行為を誘発又は助長するもの 

  （4）特定の個人・企業・団体等を誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を傷つけるもの 

  （5）本人の許諾なく個人情報を特定・開示・漏えいするなどプライバシーを侵害するもの 

  （6）人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させるもの 

  （7）政治活動及び宗教活動を目的とするもの 
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  （8）広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの 

  （9）運営者又は第三者の著作権、商標権、肖像権など侵害するおそれのあるもの 

（10）有害なプログラムを使用もしくは提供するもの。又はそのおそれのあるもの 

（11）同一のユーザーにより繰り返し投稿される、同一内容のコメントや似通ったコメント 

（12）記載された内容が虚偽又は著しく事実と異なるもの 

（13）閲覧者の意思を確認しないで、当ページの閲覧者を他の WEB サイト等に誘導するこ

とを目的とするもの 

（14）他の利用者、第三者になりすますもの 

（15）運営者の発信する内容に関係ないもの 

（16）利用するサービスの規約に違反するもの 

（17）その他、当課が不適切と判断したもの 

 

７．知的財産権 

  本アカウントに掲載されている写真、イラスト、音声、動画及び記事等の知的財産権は当課 

  又は政党な権利を有する者に帰属します。 

  また、内容について「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を

除き、無断で複製・転用することはできません。 

 

８．免責事項 

（1）利用者が本アカウントの情報を用いて行う一切の行為については、当課は何らの責任 

を負うものではありません。 

（2）本アカウントに関連して生じた利用者間のトラブル又はその被った損害について、ま

た、本アカウントに関連して生じた第三者とのトラブル又はその被った損害について

は、当課は責任を負いかねますのでご了承ください。 

（3）ポストの投稿にかかる著作権等は当該投稿を行った利用者本人に帰属しますが、投稿さ

れたことをもって、利用者は当課に対して投稿コンテンツを全世界において無償で非独

立的に使用する権利を許諾したものとし、かつ、当課に対して著作権等を行使しないこ

とを同意したものとします、 

（4）上記のほか、本アカウントに関連して生じたいかなる損害についても当課は一切の責任

を負いません。 

 

９．なりすましや SNS アカウントの乗っ取りがあった場合 

   アカウントの乗っ取りを確認した場合には、被害を最小限にするため、ログインパスワー

ドの変更やアカウントの停止を速やかに実施し、自己管理ウェブサイト等で周知を行うと

とともに、問題のあるアカウントを運営事務局へ報告し、凍結や削除を依頼します。 

   また、当アカウントのプロフィール欄や投稿で注意喚起します。 



- 3 - 

 

 

10．運用方針の変更 

  この「運用方針」は事前に告知なく変更する場合があります。 

 

11．附則 

本運用方針は、令和６年９月 30 日から施行します。 

 


